
（平成２２年７月７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認山梨地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

山梨国民年金 事案 281 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年 10 月から 49 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 49年３月まで 

    国民年金保険料は地区の納税委員を通じて納付していたので、全期間納

付していると思っていた。申立期間が未納となっていることに納得できな

いので、申立期間の保険料を納付していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 51 年１月 14 日に国民年金手帳記号番号の払出しを受け、

35 年 10 月１日にさかのぼって国民年金の被保険者資格を取得し、36 年４月

から 48 年３月までの国民年金保険料を 50 年 12 月 26 日に特例納付（附則第

18 条）していることが確認でき、この時点において申立期間のうち 48 年 10

月から 49年３月までの保険料は過年度納付が可能である。 

また、申立人は、申立期間以外に国民年金保険料の未納は無く、昭和 51 年

３月に 49 年４月から 50 年３月までの保険料を一括納付するなど、納付意識

が高かったものと認められる上、申立期間当時、妻の国民年金保険料は納付

済みとなっており、資力に問題があった様子もうかがえないことから、過年

度納付が可能な 48年 10月から 49年３月までの保険料を納付しなかったと考

えるのは不自然である。 

一方、申立期間のうち昭和 48 年４月から同年９月までの国民年金保険料は、

特例納付（附則第 18 条）の対象ではなく、申立人が特例納付を行った 50 年

12月において時効により納付することができない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48年 10月から 49年３月までの国民年金保険料については納付していた

ものと認められる。             



  

山梨厚生年金 事案 318 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の標準報酬月額の記録については、平成３年４月から６年 10 月まで

を 19 万円、同年 11 月から７年３月までを 18 万円、同年４月から同年 12 月

までを 22万円、８年１月から同年３月までを 18万円、同年４月を 20万円、

同年５月から 15 年３月までを 22 万円、同年４月から 17 年８月までを 26 万

円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立期間のうち、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 10月１日から 17年９月 20日まで 

    Ａ事業所における平成元年 10月から 17年８月までの間の給与明細書に

記載されている給与総額と、ねんきん定期便に記載されている額が違って

いる。当時の給与明細書があるので、正しい標準報酬月額に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬

月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、申立人が給与明細書を提出した期間に係る

標準報酬月額については、給与明細書において確認できる保険料額から、平

成３年４月から６年 10 月までを 19 万円、同年 11 月から７年３月までを 18

万円、同年４月から同年 12 月までを 22 万円、８年１月から同年３月までを

18 万円、同年４月を 20 万円、同年５月から 15 年３月までを 22 万円、同年



  

４月、同年６月から同年８月、同年 10 月から 17 年３月、同年５月から同年

８月までを 26万円に訂正する必要がある。 

また、申立期間のうち、申立人が給与明細書を提出していない期間に係る

標準報酬月額については、その前後の期間における給与明細書の保険料額に

見合う標準報酬月額が同額であることから、平成 15 年５月、同年９月、及び

17年４月は 26万円であると推認できる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、給

与明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険

事務所（当時）で記録されている標準報酬月額が、長期間にわたり一致して

いないことから、事業主は、給与明細書で確認できる保険料控除額に見合う

報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月

額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成元年 10 月１日から３年４月１日までの期間に

ついては、申立人の給与明細書により、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録により確認でき

る標準報酬月額と一致していることから、特例法による保険給付の対象には

当たらないため、あっせんは行わない。 



  

山梨厚生年金 事案 319 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社における資格取得日は、昭和 31 年７月１日であると認められ

ることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録

を訂正することが必要である。 

 なお、申立期間に係る標準報酬月額については 6,000 円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年７月１日から同年９月１日まで 

私は昭和 31 年４月ごろからＢ社に勤務しており（現在は、Ａ社）、物

品販売と配達をしていた。手元にある厚生年金保険被保険者証と被保険者

資格取得確認通知書には、資格取得年月日が 31 年７月１日と記載されて

いるのに、オンライン記録は資格取得年月日が同年９月１日とされ、申立

期間が空白になっていることは納得がいかない。申立期間を厚生年金保険

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の同僚の証言から判断すると、申立人は申立期間において、Ａ社に

勤務していたことが認められる。 

また、申立人が所持する厚生年金保険被保険者証及び事業主が保管する健

康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書には、資格取得日が共に昭

和 31 年７月１日と記載されており、それは厚生年金保険被保険者台帳記号

番号払出簿の記録と一致していることから、Ａ社は、同日に、申立人が厚生

年金保険被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったものと

認められる。 

一方、健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の資格取得年

月日が昭和 31 年７月１日から同年９月１日へと訂正されているが、訂正理

由や訂正年月日の記載も無く、Ｃ年金事務所も訂正に係る経緯を不明として

いる上、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の資格取得年月日は訂正



  

されていないことを踏まえると、合理的な理由に基づく事務処理であったと

は認められない。 

さらに、申立人の同僚６人の厚生年金保険被保険者記録についても、申立

人と同様に不自然な資格取得年月日の訂正が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、上記資格取得に係る記録訂正は有効なもの

とは認められず、申立人の資格取得日は訂正処理が行われる以前の昭和 31

年７月１日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における昭

和 31 年９月の社会保険事務所の記録から 6,000 円とすることが妥当である。 



  

山梨厚生年金 事案 320 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店にお

ける資格喪失日に係る記録を昭和 48 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を９万 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月 30日から同年５月１日まで    

         ねんきん特別便の年金加入記録から、Ａ社で勤務した期間のうち、申立期

間の加入記録が無いことが分かった。申立期間中、支店間の異動はあったが

同社には継続して勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されていたので、

申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書及び雇用保険の記録から、申立人がＡ社

に継続して勤務し（昭和 48 年５月１日にＡ社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における

昭和 48 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から９万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は厚生年金保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業

主が資格喪失日を 48 年５月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務

所がこれを同年４月 30 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る同年４月分の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納



  

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、これを履行していないと認

められる。 



                      

  

山梨国民年金 事案 282 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの期間、40 年 11 月から 42 年３

月までの期間及び 43 年 10 月から 45 年 12 月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 40年３月まで 

             ② 昭和 40年 11月から 42年３月まで 

 ③ 昭和 43年 10月から 45年 12月まで 

    私は、国民年金保険料を地区の納税委員を通じて納付していたので、全

期間納付していると思っていた。申立期間が未納とされていることに納得

できないので、申立期間の保険料を納付していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ町に保管されている被保険者名簿及び国民年金被保険者台帳によれば、

申立人は昭和 46 年１月 23 日に任意加入被保険者として国民年金の被保険者

資格を取得していることが確認できるところ、任意加入被保険者はさかのぼ

って加入することができないとされており、申立期間はいずれも未加入期間

となることから、国民年金保険料を制度上納付することができない期間であ

る。 

また、申立人は、国民年金保険料を地区の毎月の常会の日に当番宅で納税

委員に渡したと主張するが、申立期間当時、申立人及びその夫は共に国民年

金に未加入（その後、夫は昭和 50 年 12 月 26 日に特例納付（附則第 18 条）

済み）だったことから、保険料の納付時期についての申立人の記憶には矛盾

が認められ保険料を納付した時期を特定できない。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号が払い出された事情もうかがえない上、

国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は

見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 321 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

住 所  ：  

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： ① 昭和 60 年９月から 62 年８月ごろまで 

② 平成元年４月から同年 10 月まで 

 私は、申立期間①についてはＡ事業所に、申立期間②についてはＢ事

業所に勤務した。しかし、両社での厚生年金保険の被保険者記録が無い

ことに納得がいかない。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①について、申立人の申述内容から、期間は特定できないもの

の、申立人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、当該事業所は、オンライン記録では、厚生年金保険の適用事業

所とはなっていないことが確認できる上、当該事業所の商業登記簿謄本は

確認できず、事業主の所在も不明のため、申立期間①に係る厚生年金保険

の適用及び申立人の給与からの厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料や供述を得ることができない。 

また、オンライン記録から、申立人は、当該事業所に勤務していたとす

る期間において、国民年金に加入し国民年金保険料が申請免除及び未納と

なっていることが確認できる上、厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も見当たらない。 

申立期間②について、申立人の申述内容から、期間は特定できないもの

の、申立人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、当該事業所は、オンライン記録では、厚生年金保険の適用事業

所とはなっていないことが確認できる上、当該事業所の商業登記簿謄本は

確認できず、事業主の所在も不明のため、申立期間②に係る厚生年金保険



                    

  

の適用及び申立人の給与からの厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び供述を得ることができない。 

また、オンライン記録から、申立人は、当該事業所に勤務していたとす

る期間、国民年金に加入し国民年金保険料が法定免除となっていることが

確認できる上、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを確認できる給与明細書等の資料も見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②の期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 322（事案 248 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26 年４月２日から 42 年２月 16 日まで 

私は、前回申し立てた内容のとおり、再度働くつもりだったので脱退

手当金は受給しないことを職場の上司とも話し、継続しておいた方が良

いと言われて退職したのに、脱退手当金を受給したことになっている。

自分で請求したことも受領したことも無い。領収書も無いのに支給され

ていると言われても納得ができない。当時は銀行にも郵便局にも口座は

無かった。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人の被保険者原票には脱退手当

金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱

退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 42 年５月 17 日に支給決定され

ているほか、被保険者台帳には脱退手当金の算定のために必要となる標準

報酬月額等を計算したことが記録されていることや、脱退手当金支給報告

書には申立期間に係る脱退手当金の裁定日や支給日が記載されていること

など、一連の事務処理に不自然さはうかがえないことや、厚生年金保険被

保険者期間の被保険者記号番号は、申立期間と申立期間後の被保険者期間

は別の番号となっており、脱退手当金を受給したために番号が異なってい

るものと考えるのが自然であることなどを理由として、既に当委員会の決

定に基づく平成 22 年３月３日付け年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

   申立人は、再申立てに当たり、脱退手当金を支給したのであれば、申立

人が受領した領収書及び脱退手当金の支払金融機関を明らかにしてほしい



                    

  

として再申立てを行っている。 

しかしながら、申立人が勤務していた事業所を管轄していたＡ社会保

険事務所（当時）では、脱退手当金裁定請求書は廃棄され、保管されて

いないものの、申立人の脱退手当金については、申立人の被保険者台帳

には脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を計算したこ

とが記録されている上、支払処理が終了した後に作成される脱退手当金

支給報告書には、申立期間に係る脱退手当金の裁定日や支給日が記載さ

れていることから、再申立ての内容は、当委員会の当初の決定を変更す

べき新たな事情とは認められず、その他に当委員会の当初の決定を変更

すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 323 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 :  昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年３月 26 日から 35 年４月 30 日まで 

② 昭和 35 年６月 26 日から 40 年９月 30 日まで 

脱退手当金を請求するための委任状を書いた記憶及び脱退手当金を受

け取った記憶は無いので、調査して記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る厚生年金保険脱退手当金支給報告書には、申立人の脱退手

当金が、昭和 41 年２月２日に支給された記録が確認できる上、申立人の

脱退手当金支給の基礎となる被保険者期間及び脱退手当金の支給額には計

算上の誤りが無く、その支給は申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日から約４か月後であるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

また、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した年を含む３年間に、

Ａ社Ｂ工場において厚生年金保険被保険者資格を喪失し、脱退手当金の受

給権を得ている女性 12 人の脱退手当金支給記録を調査したところ、10 人

に支給記録があることが確認できる上、脱退手当金を受給した複数の同僚

が会社の関与を申述していることから、同社では、事業主による代理請求

が行われていた可能性が高いものと考えられる。  

さらに、申立人は、Ａ社Ｂ工場を退職後、強制加入期間があるにもかか

わらず、直ちに国民年金に加入せず、31 か月間国民年金保険料を納付し

ていないことから、申立期間の脱退手当金を受給することに不自然さはみ

られない。  

 なお、脱退手当金に係る代理請求や脱退手当金の取扱いについて、Ａ社

は、当時の脱退手当金についての資料は残存していないため、社員に対し



                    

  

て脱退手当金受給に関する説明を行った事実の有無については不明である

としている。 

加えて、申立人には、脱退手当金を受給した記憶が無いというほかに、

申立人が申立期間に係る脱退手当金を受給していないことをうかがわせる

事情は見当たらない。  

 これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 324 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 58 年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年８月 25 日から同年 11 月１日まで 

    申立期間、Ａ社Ｂ営業所において、医療機械器具の検査などの仕事を

していた。厚生年金保険被保険者記録が無いのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及びＡ社Ｂ営業所の親会社（Ｃ社）に保管されている給

与明細書により、申立人が申立期間に当該事業所に勤務していたことは

認められる。 

しかしながら、上記申立期間における申立人の給与明細書からは厚生

年金保険料は控除されていないことが確認でき、申立人が所持する当時

の預金通帳に記載されている給与振込額は給与明細書における給与額と

同額であったことが確認できる。 

また、Ｃ社の人事担当者は、「申立期間当時の資料は給与明細書以外

に保存されていないため詳細は不明。」と証言している。  

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。  

 


